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(57)【要約】
【課題】新生児収容室内の新生児の体調が変調をきたし
にくく、また、新生児収容室内の新生児に対して処置者
が迅速且つ効率的に処置を施すことができる、保育器を
提供する。
【解決手段】左右側処置扉２２による左右側処置窓３３
の開放及び閉鎖のために左右側処置窓３３に沿って左右
側処置扉２２を下降及び上昇させる処置扉支持体４８を
具備している。左右側処置扉２２が下降及び上昇を停止
する際に発生する衝撃が自由回動の場合よりも少ない。
また、左右側処置窓３３の開放時に左右側処置扉２２の
内面が保育器１１の外方を向かない。更に、隣接してい
る保育器や他の機器等との間に左右側処置扉２２の回動
半径分の空間が不要である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　新生児収容室の側面に処置窓が設けられておりこの処置窓に処置扉が備えられている保
育器において、
　第一の前記処置扉による第一の前記処置窓の開放及び閉鎖のためにこの第一の処置窓に
沿って前記第一の処置扉を下降及び上昇させる摺動機構
を具備することを特徴とする保育器。
【請求項２】
　前記第一の処置扉に係合されていてこの第一の処置扉に前記上昇の方向への力を印加し
ている定荷重ばね
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項３】
　前記下降または前記上昇の途中で前記第一の処置扉と嵌合してこの第一の処置扉の前記
下降を防止する嵌合機構と、
　前記嵌合を解除または回避する不嵌合機構と
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項４】
　前記第一の処置扉の一部分を前記上昇の方向から前記第一の処置窓の外方へ回動させる
回動機構
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項５】
　第二の前記処置扉によって開放及び閉鎖される第二の処置窓に対して接近及び離隔が可
能な移動体と、
　基端側取付部及び先端側取付部が前記移動体及び前記第二の処置扉に夫々回動可能に取
り付けられており、前記先端側取付部同士の間隔が前記基端側取付部同士の間隔よりも狭
い、一対のリンクと、
　前記接近及び離隔に際して前記一対のリンクを前記第二の処置窓に対して接近及び下降
並びに離隔及び上昇させる様に案内する案内部と
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項６】
　一端部で支持されている状態で上昇及び下降することによって前記新生児収容室の天面
を開放及び閉鎖する天蓋と、
　この天蓋が最上昇位置以外の位置にある場合には、前記天蓋の他端部に対応する第二の
前記処置扉の下降を抑止する抑止機構と
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自らの力では体温調節等をできない新生児に適切な生理的環境を提供してこ
の新生児を保護育成するための保育器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　保育器には、新生児に適切な生理的環境を提供する新生児収容室が設けられている。閉
鎖型の保育器では、新生児収容室内の新生児を外部から視認することができる様に新生児
収容室の側面及び天面の略全域が透明部材によって形成されており、新生児収容室内では
温度のみならず湿度や酸素濃度等も制御される。開放型の保育器でも、新生児収容室の側
面の略全域が透明部材によって形成されており、新生児収容室の上方に配置されている熱
線放射源によって新生児収容室内の臥床台の温度や新生児自身の体温が制御される。更に
、新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させることによって閉鎖型と開放型とに随時に切り
換えることのできる切換型の保育器もある。
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【０００３】
　しかし、新生児収容室内の新生児に対して医師や看護士等の処置者が処置を施す必要の
ある場合もある。そこで、閉鎖型や切換型の保育器では、比較的簡単な処置のために、新
生児収容室の幾つかの側面に手入窓が設けられており、比較的複雑な処置のために、新生
児収容室の幾つかの側面の略全域に処置窓が設けられると共にこの処置窓を開放及び閉鎖
する処置扉が処置窓に備えられている。また、開放型の保育器でも、複雑な処置のために
、新生児収容室の側面が開放されたり取り外されたりする。
【０００４】
　そして、従来の閉鎖型や切換型の保育器では、新生児収容室の下方に位置している基部
に軸受部が設けられており、処置扉はこの軸受部を中心にして保育器の外方へ自由回動す
ることによって処置窓を開放し且つ反対方向へ自由回動することによって処置窓を閉鎖す
る（例えば、特許文献１）。また、従来の開放型の保育器でも、新生児収容室の側面を開
放する場合は、同様な構造が考えられていた。
【特許文献１】特開２００２－０２８１９９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、処置扉が基部の軸受部を中心にして自由回動すると、処置扉が基部や透明部
材に衝突して停止するまで処置扉を手で保持していなければ、処置扉が基部や透明部材に
衝突して停止する際に大きな衝撃が発生し、新生児収容室内の新生児にストレスを与えて
、新生児の体調が変調をきたす可能性がある。
【０００６】
　また、処置扉が基部の軸受部を中心にして回動すると、処置扉が基部に衝突して停止し
ている状態では、新生児収容室の内方に臨む処置扉の内面が保育器の外方を向いている。
このため、新生児収容室内の新生児に対して処置者が処置を施す際に、処置者の衣服の一
部や身体の一部が処置扉の内面に接触して雑菌や塵埃が処置扉の内面に付着する可能性が
高く、処置扉を反対方向へ回動させて処置窓を閉鎖すると、これらの雑菌や塵埃が新生児
収容室内へ持ち込まれ、これが原因で新生児の体調が変調をきたす可能性もある。
【０００７】
　更に、保育器は一般に多数が整列されて使用される場合が多く、保育器の周辺にポンプ
や監視装置等の他の機器が配置されている場合も多い。そして、処置扉が基部の軸受部を
中心にして回動するためには、隣接している保育器や他の機器等との間に少なくとも処置
扉の回動半径分の空間が必要である。このため、保育器同士の間に十分な空間が必要であ
るが、十分な空間を確保することは一般に困難であり、処置扉の回動の前後に処置者が処
置窓の前から移動したり他の機器等を処置窓の近傍から移動させたりする必要がある。こ
の結果、新生児収容室内の新生児に対して処置者が迅速且つ効率的に処置を施すことが容
易でない。
【０００８】
　従って、本発明は、新生児収容室内の新生児に処置窓の開閉による衝撃によってストレ
スを与えたり処置窓の開放及び閉鎖後に雑菌や塵埃が新生児収容室内へ持ち込まれたりす
ることが少なくて新生児の体調が変調をきたしにくく、また、新生児収容室内の新生児に
対して処置者が迅速且つ効率的に処置を施すことができる、保育器を提供することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に係る保育器は、第一の処置扉による第一の処置窓の開放及び閉鎖のためにこ
の第一の処置窓に沿って第一の処置扉を下降及び上昇させる摺動機構を具備しており、摺
動には摩擦力が伴う。このため、第一の処置扉が下降及び上昇を停止する際に発生する衝
撃が自由回動の場合よりも少なくて、新生児収容室内の新生児に第一の処置窓の開閉によ
る衝撃によって与えるストレスが少ない。



(4) JP 2010-75284 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

【００１０】
　また、第一の処置扉による第一の処置窓の開放及び閉鎖のためにこの第一の処置窓に沿
って第一の処置扉を下降及び上昇させる摺動機構を具備しているので、第一の処置窓の開
放時に第一の処置扉の内面が保育器の外方を向かない。このため、処置者の衣服の一部や
身体の一部が第一の処置扉の内面に接触して雑菌や塵埃が第一の処置扉の内面に付着する
可能性が低くて、第一の処置窓の開放及び閉鎖後に新生児収容室内へ持ち込まれる雑菌や
塵埃が少ない。
【００１１】
　更に、第一の処置扉による第一の処置窓の開放及び閉鎖のためにこの第一の処置窓に沿
って第一の処置扉を下降及び上昇させる摺動機構を具備しているので、隣接している保育
器や他の機器等との間に第一の処置扉の回動半径分の空間が不要である。このため、第一
の処置窓の開放及び閉鎖の前後に処置者が第一の処置窓の前から移動したり他の機器等を
第一の処置窓の近傍から移動させたりする必要がない。
【００１２】
　請求項２に係る保育器は、第一の処置扉に係合されていてこの第一の処置扉に上昇の方
向への力を印加している定荷重ばねを具備している。このため、第一の処置扉が下降を停
止する際に発生する衝撃が自由回動の場合よりも更に少なくて、新生児収容室内の新生児
に第一の処置窓の開閉による衝撃によって与えるストレスが更に少ない。また、処置者が
少ない力で第一の処置扉を上昇させることができる。
【００１３】
　請求項３に係る保育器は、第一の処置扉の下降または上昇の途中で第一の処置扉と嵌合
してこの第一の処置扉の下降を防止する嵌合機構と、嵌合を解除または回避する不嵌合機
構とを具備している。このため、新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させることによって
閉鎖型と開放型とに随時に切り換えることのできる切換型の保育器において、天蓋を上昇
させ且つ第一の処置窓の開放の途中で第一の処置扉の下降を防止させることによって、第
一の処置窓を途中まで開放している第一の処置扉によって新生児収容室内からの新生児の
転落を防止しつつ新生児に容易に処置を施すことができる。
【００１４】
　また、開放型の保育器においても、第一の処置窓を途中まで開放している第一の処置扉
によって新生児収容室内からの新生児の転落を防止しつつ新生児に容易に処置を施すこと
ができる。しかも、嵌合機構は第一の処置扉の下降を防止するだけであって上昇は防止し
ないので、第一の処置扉の上昇の途中で処置者が不嵌合機構を操作する必要がない。
【００１５】
　請求項４に係る保育器は、第一の処置扉の一部分を第一の処置扉の上昇の方向から第一
の処置窓の外方へ回動させる回動機構を具備している。このため、第一の処置扉の一部分
の内面を上向きにした略水平状態や外向きにした状態にこの一部分を維持することができ
て、第一の処置扉の一部分の内面を楽な姿勢で清拭することができる。
【００１６】
　請求項５に係る保育器は、第二の処置扉によって開放及び閉鎖される第二の処置窓に対
して接近及び離隔が可能な移動体と、基端側取付部及び先端側取付部が移動体及び第二の
処置扉に夫々回動可能に取り付けられており、先端側取付部同士の間隔が基端側取付部同
士の間隔よりも狭い、一対のリンクと、第二の処置窓に対する移動体の接近及び離隔に際
して一対のリンクを第二の処置窓に対して接近及び下降並びに離隔及び上昇させる様に案
内する案内部とを具備している。
【００１７】
　このため、第二の処置扉を第二の処置窓から引いて離隔させると、移動体が第二の処置
窓に接近すると共に案内部によって一対のリンクが第二の処置窓に対して接近及び下降す
る。第二の処置窓に対するこの接近及び下降によって一対のリンクが回動し、一対のリン
クのこの回動によって第二の処置扉はその上端部を第二の処置窓側へ接近させる様に傾斜
しつつ下降する。逆に、第二の処置扉を第二の処置窓へ押して接近させると、第二の処置
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扉が第二の処置窓に対して平行になりつつ上昇して第二の処置窓を閉鎖することができる
。
【００１８】
　請求項６に係る保育器は、一端部で支持されている状態で上昇及び下降することによっ
て新生児収容室の天面を開放及び閉鎖する天蓋と、この天蓋が最上昇位置以外の位置にあ
る場合には、天蓋の他端部に対応する第二の処置扉の下降を抑止する抑止機構とを具備し
ている。
【００１９】
　処置窓の開放時にこの処置窓にエアカーテンを形成する保育器でも、温度等を制御され
た空気を循環させるために、新生児収容室の総ての処置窓にエアカーテンを形成できる訳
ではない。このため、天蓋の他端部に対応する第二の処置窓を、エアカーテンを形成不能
な処置窓の少なくとも一つにすることによって、天蓋が最上昇位置以外の位置まで上昇さ
れて新生児収容室の天面が開放されている場合には、エアカーテンを形成可能で且つ開放
されている処置窓にはエアカーテンを形成することができ、エアカーテンを形成不能な第
二の処置窓は下降を抑止されている第二の処置扉で必ず閉鎖されているので、新生児収容
室内を新生児に適切な生理的環境から逸脱しにくくすることができる。
【００２０】
　また、天蓋の最下降位置近傍でこの天蓋が処置者の身体の一部等による衝撃等を受けて
も、天蓋の他端部に対応する第二の処置扉によっても天蓋が支持されるので、天蓋が一端
部と他端部との両方で安定的に支持される。一方、天蓋の最上昇位置では天蓋が処置者の
身体の一部等による衝撃等を受ける可能性が低いので、天蓋が一端部以外で支持されてい
なくても支障はなく、天蓋の他端部に対応する第二の処置窓も少なくとも部分的に開放す
ることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１に係る保育器では、新生児収容室内の新生児に第一の処置窓の開閉による衝撃
によって与えるストレスが少なく、また、第一の処置窓の開放及び閉鎖後に新生児収容室
内へ持ち込まれる雑菌や塵埃が少ないので、新生児の体調が変調をきたしにくい。更に、
第一の処置窓の開放及び閉鎖の前後に処置者が第一の処置窓の前から移動したり他の機器
等を第一の処置窓の近傍から移動させたりする必要がないので、新生児収容室内の新生児
に対して処置者が迅速且つ効率的に処置を施すことができる。
【００２２】
　請求項２に係る保育器では、新生児収容室内の新生児に第一の処置窓の開閉による衝撃
によって与えるストレスが更に少ないので、新生児の体調が変調を更にきたしにくい。ま
た、処置者が少ない力で第一の処置扉を上昇させることができるので、処置者の作業の負
担が少ない。
【００２３】
　請求項３に係る保育器では、新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させることによって閉
鎖型と開放型とに随時に切り換えることのできる切換型の保育器や開放型の保育器におい
て、第一の処置窓を途中まで開放している第一の処置扉によって新生児収容室内からの新
生児の転落を防止しつつ新生児に容易に処置を施すことができ、しかも、第一の処置扉の
上昇の途中で処置者が不嵌合機構を操作する必要がないので、新生児の安全の確保と処置
者の負担の軽減とを図ることができる。
【００２４】
　請求項４に係る保育器では、第一の処置扉の一部分の内面を上向きにした略水平状態や
外向きにした状態にこの一部分を維持することができて、第一の処置扉の一部分の内面を
楽な姿勢で清拭することができるので、保育器の内部を清潔な状態に維持し易くて、この
ことによっても新生児の体調が変調をきたしにくい。
【００２５】
　請求項５に係る保育器では、第二の処置扉を第二の処置窓から引いて離隔させると、第
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二の処置扉はその上端部を第二の処置窓側へ接近させる様に傾斜しつつ下降し、逆に、第
二の処置扉を第二の処置窓へ押して接近させると、第二の処置扉が第二の処置窓に対して
平行になりつつ上昇して第二の処置窓を閉鎖することができる。従って、第二の処置扉を
下降させて第二の処置窓を開放したときに、第二の処置扉の上端部が第二の処置窓に接近
しており、第二の処置窓と第二の処置扉の上端部との隙間が少なく、新生児収容室内に収
容されている新生児の足がこの隙間に嵌まりにくくて、新生児の安全性が更に高い。また
、第二の処置窓と第二の処置扉の上端部との隙間が少ないので、新生児収容室内に収容さ
れている新生児に処置者が第二の処置窓から接近し易くて、処置者が処置をし易い。
【００２６】
　請求項６に係る保育器では、新生児収容室の天蓋が最上昇位置以外の位置まで上昇され
て新生児収容室の天面が開放されている場合には、新生児収容室内を新生児に適切な生理
的環境から逸脱しにくくすることができるので、このことによっても新生児の体調が変調
をきたしにくい。また、天蓋の最下降位置近傍でこの天蓋が処置者の身体の一部等による
衝撃等を受けても、天蓋が一端部と他端部との両方で安定的に支持されるので、本来は一
端部でしか支持されていない天蓋の破損が防止される。一方、天蓋の最上昇位置では、天
蓋の他端部に対応する第二の処置窓も少なくとも部分的に開放することができるので、新
生児に容易に処置を施すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、新生児収容室の天蓋を下降及び上昇させることによって閉鎖型と開放型とに随時
に切り換えることのできる切換型の保育器に適用した本発明の一実施形態を、図１～３４
を参照しながら説明する。以下においては、
（１）全体の概要
（２）左右側処置扉の昇降
（３）左右側処置扉の回動
（４）足側処置扉の昇降
（５）足側処置扉の下降の制限
に分けて本実施形態を説明する。
【００２８】
（１）全体の概要
　図２が、閉鎖型の状態にある本実施形態の保育器を示している。この保育器１１では、
架台１２に車輪１３と支柱１４とが取り付けられており、この支柱１４に基部１５が支持
されている。基部１５内には温度や湿度等の制御機構（図示せず）が設けられており、基
部１５上に新生児収容室１６が設けられており、基部１５下に収納用の引き出し１７が取
り付けられている。架台１２には支柱１４に沿って基部１５等の高さを調節するためのペ
ダル１８も設けられている。
【００２９】
　新生児収容室１６内には臥床台２１（図１）が配置されており、この臥床台２１上に臥
床する新生児（図示せず）の左側及び右側に位置する一対の左右側処置扉２２と足側に位
置する足側処置扉２３と頭側に位置する頭側処置壁２４とが新生児収容室１６の側面に設
けられている。架台１２には左右一対の支柱２５も取り付けられている。左右一対の支柱
２５内には別の左右一対の支柱２６（図３）が入れ子状に配置されており、夫々の支柱２
６が夫々の支柱２５内を摺動することができる。
【００３０】
　新生児収容室１６の天蓋２７と赤外線加熱器２８とが左右一対の支柱２６の一方及び他
方に夫々支持されており、支柱２６が支柱２５内を摺動することによって天蓋２７と赤外
線加熱器２８とは互いに独立に昇降することができる。天蓋２７も透明材料によって形成
されている。支柱２５には、赤外線加熱器２８が部屋の壁面（図示せず）に衝突すること
を防止する保護具３１も取り付けられている。足側処置扉２３及び頭側処置壁２４には各
種のチューブ等を挿通させるためのグロメット３２（図２４）が取り付けられている。
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【００３１】
　頭側処置壁２４は基部１５に対して固定されていて動かすことができないが、左右側処
置扉２２及び足側処置扉２３は基部１５に対して昇降可能である。図１は左右側処置扉２
２が最下降位置まで下降されて左右側処置窓３３を開放している状態を示しており、この
状態から天蓋２７に当接する最上昇位置まで左右側処置扉２２を上昇させれば左右側処置
窓３３が閉鎖される。
【００３２】
　図５は、左右側処置扉２２及び足側処置扉２３が最上昇位置まで上昇されて左右側処置
窓３３及び足側処置窓３４（図２３）を閉鎖しており且つ天蓋２７が最上昇位置まで上昇
されている状態を、示している。従って、この状態では、新生児収容室１６の天面が開放
されている。図４は左右側処置扉２２及び足側処置扉２３が中間位置まで下降されている
状態を示しており、図３は左右側処置扉２２及び足側処置扉２３が最下降位置まで下降さ
れている状態を示している。なお、後述する様に、左右側処置扉２２と足側処置扉２３と
は互いに独立に昇降可能である。
【００３３】
（２）左右側処置扉の昇降
　図６、７に示されている様に、左右側処置扉２２には、二重壁構造の透明な外壁３５及
び内壁３６、左右一対の被案内レール３７、枠体３８、枠体覆い４１、左右一対の蝶番４
２、Ｘ線カセッテ扉４３等が備えられている。外壁３５及び内壁３６には、左右一対の手
入窓４４と、これらの手入窓４４を開閉する左右一対の手入扉４５と、Ｘ線カセッテ開口
４６とが備えられている。左右一対の被案内レール３７の夫々の上端部近傍には、被案内
レール３７よりも大径の部分を有するストッパ４７が取り付けられている。Ｘ線カセッテ
開口４６における気密性の向上のために、このＸ線カセッテ開口４６の閉鎖時にはＸ線カ
セッテ扉４３の一部がＸ線カセッテ開口４６の内部へ挿入されている。
【００３４】
　図８、９は、基部１５のうちで一対の左右側処置扉２２における夫々の両方の側縁部に
対応する位置つまり基部１５の四隅に取り付けられている、四つの処置扉支持体４８のう
ちの一つを示している。これらの処置扉支持体４８には垂直方向へ延びる案内溝５１が設
けられており、左右側処置扉２２の昇降に際しては、この左右側処置扉２２の両方の側縁
部における被案内レール３７が案内溝５１内を摺動する。
【００３５】
　図２、８、１０に示されている様に、左右側処置扉２２の昇降時にこの左右側処置扉２
２に対向する基部１５の側面のうちで処置扉支持体４８の近傍には、垂直方向へ延びる一
対の係合溝５２が設けられている。また、図８、１０、１１に示されている様に、係合溝
５２の上端部及び中間部に係合溝５２よりも深い嵌合孔５３、５４が夫々設けられている
。更に、図１０、１１に示されている様に、係合溝５２のうちで、嵌合孔５３と嵌合孔５
４との中間部から嵌合孔５４に到る部分と、嵌合孔５４と係合溝５２の下端部との中間部
から下端部に到る部分とに、係合溝５２が徐々に深くなる傾斜面５５、５６が夫々設けら
れている。
【００３６】
　図１２～１４は左右側処置扉２２の一部を示しており、図１２、１３は枠体覆い４１が
取り外されている状態、図１４は枠体覆い４１が取り付けられている状態を夫々示してい
る。図１２、１３に示されている様に、枠体３８にはピン５７によってレバー５８が揺動
可能に取り付けられている。図１～６に示されている様に、枠体覆い４１には開口６１が
設けられており、この開口６１の近傍にレバー５８が位置している。処置者は、開口６１
から枠体覆い４１内へ指を入れ、レバー５８を手前に引くことによって、このレバー５８
を揺動させることができる。レバー５８には、手前に引かれていない場合に開口６１内の
奥側に位置するためのばね等の付勢手段（図示せず）が備えられている。
【００３７】
　枠体３８には水平方向へ延びる枠部６２が設けられており、この枠部６２内に摺動体６
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３が水平方向へ摺動可能に嵌合されている。枠体３８にはピン６４が取り付けられており
、摺動体６３に設けられている水平方向へ長い長孔６５を介してピン６４の基端部が摺動
体６３内へ突出している。ピン６４のこの基端部には、垂直方向へ延びる別のピン６６が
固定されている。図１４に示されている様に枠体３８とピン６４との間には圧縮コイルば
ね６７が介装されており、枠体３８から枠体覆い４１とは反対方向へ圧縮コイルばね６７
がピン６４を付勢している。
【００３８】
　図１２、１３に示されている様に、摺動体６３には、レバー５８から離隔するに連れて
枠体３８からの高さが高くなる一対の傾斜面６８が設けられている。上述の様に枠体３８
から枠体覆い４１とは反対方向へ圧縮コイルばね６７がピン６４を付勢しているので、こ
のピン６４に固定されているピン６６はその両端部の外周面において傾斜面６８と常に当
接している。なお、この当接による摩擦力が少なくなる様に、ピン６６の外周面と傾斜面
６８の表面とが形成されている。
【００３９】
　図１２、１３に示されている様に摺動体６３に連結棒７１の一端部が取り付けられてお
り、図１２に示されている様にこの連結棒７１の他端部がレバー５８内に位置している。
レバー５８には枠体覆い４１から離隔するに連れて摺動体６３からの距離が遠くなる傾斜
面７２が設けられており、この傾斜面７２の傾斜方向へ長い長孔７３が傾斜面７２に設け
られている。また、半球状に近い形状の鍔７４がレバー５８内の連結棒７１の他端部に取
り付けられている。
【００４０】
　上述の様に、レバー５８は開口６１内の奥側へ付勢されており、また、ピン６４は枠体
３８から枠体覆い４１とは反対方向へ付勢されている。このため、レバー５８が手前に引
かれていない状態では、摺動体６３の傾斜面６８のうちでレバー５８からの距離が最も近
い部分にピン６６が位置して、摺動体６３がレバー５８から最も遠い位置にある。この結
果、レバー５８側から摺動体６３側へ連結棒７１が引き寄せられており、レバー５８の長
孔７３のうちで摺動体６３からの距離が最も近い部分に連結棒７１の鍔７４が位置してい
る。また、上述の様に摺動体６３の傾斜面６８のうちでレバー５８からの距離が最も近い
部分にピン６６が位置しているので、図１４に示されている様にピン６４の先端部が枠体
３８から枠体覆い４１とは反対方向へ突出している。
【００４１】
　処置者が開口６１から枠体覆い４１内へ指を入れてレバー５８を手前に引くと、レバー
５８の長孔７３のうちで摺動体６３からの距離が最も近い部分から最も遠い部分へ連結棒
７１の鍔７４が傾斜面７２上を相対的に移動し、この移動に伴って摺動体６３側からレバ
ー５８側へ連結棒７１が引き寄せられる。この結果、枠部６２に沿って摺動体６３がレバ
ー５８に接近し、摺動体６３の傾斜面６８のうちでレバー５８からの距離が最も近い部分
から最も遠い部分へピン６６が傾斜面６８上を相対的に移動し、ピン６４の先端部が枠体
３８から枠体覆い４１とは反対方向へ突出しなくなる。
【００４２】
　図１２、１３には一つの摺動体６３、ピン６４、連結棒７１等しか示されていないが、
これらはレバー５８の左右に一つずつ備えられており、図７には一対のピン６４の先端部
が枠体３８から枠体覆い４１とは反対方向へ突出している状態が示されている。更に、図
１、２に示されている様に、定荷重ばね７５が枠体３８の下端辺に係合されて左右側処置
扉２２に上昇方向への力を印加しており、定荷重ばね７５による上昇方向への力と左右側
処置扉２２の自重とが略均衡している。
【００４３】
　図２に示されている様に左右側処置扉２２が左右側処置窓３３を閉鎖している状態では
、図１５に示されている様に、枠体３８から枠体覆い４１とは反対方向へ突出しているピ
ン６４の先端部が基部１５の嵌合孔５３に嵌合しており、この嵌合によって左右側処置扉
２２の下降が防止されている。左右側処置扉２２を下降させて左右側処置窓３３を開放す
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るためには、上述の様に枠体覆い４１の開口６１から枠体覆い４１内へ指を入れてレバー
５８を手前に引き、ピン６４の先端部を基部１５から枠体３８側へ後退させて、ピン６４
の先端部と基部１５の嵌合孔５３との嵌合を解除する。
【００４４】
　この解除状態で、定荷重ばね７５による左右側処置扉２２の支持に抗して下方向の力を
左右側処置扉２２に印加すると、左右側処置扉２２の被案内レール３７が処置扉支持体４
８の案内溝５１に案内されつつ、左右側処置扉２２が下降し始める。しかし、定荷重ばね
７５の作用によって、左右側処置扉２２は急激には下降しない。ピン６４の先端部と基部
１５の嵌合孔５３との嵌合が解除されると同時にレバー５８の操作も解除すると、ピン６
４の先端部は、係合溝５２に係合し、次に左右側処置扉２２の下降に伴って傾斜面５５に
係合し、更に左右側処置扉２２の下降に伴って図１６に示されている様に基部１５の嵌合
孔５４と嵌合して、左右側処置扉２２の更なる下降が防止される。
【００４５】
　図１６は、左右側処置扉２２が中間位置まで下降されている状態を示しており、図４に
対応している。図１６の状態において再び枠体覆い４１の開口６１から枠体覆い４１内へ
指を入れてレバー５８を手前に引くと、左右側処置扉２２が更に下降し、図１７に示され
ている様にストッパ４７の下面が処置扉支持体４８の上面に当接して、左右側処置扉２２
の更なる下降が防止される。図１７は、左右側処置扉２２が最下降位置まで下降されてい
る状態を示しており、図３に対応している。図１５の状態においてレバー５８を手前に引
いて左右側処置扉２２が下降し始めた後もレバー５８の操作を解除しなければ、左右側処
置扉２２は図１６の中間位置で停止することなく、図１７の最下降位置まで下降する。
【００４６】
　逆に、左右側処置窓３３を左右側処置扉２２で閉鎖するために、図１７の最下降位置か
ら左右側処置扉２２を上昇させるためには、レバー５８を手前に引くことなく左右側処置
扉２２を持ち上げるだけでよい。この場合も、定荷重ばね７５の作用によって、比較的少
ない力で左右側処置扉２２を持ち上げることができる。左右側処置扉２２が上昇し始める
と、レバー５８を手前に引いていなくても、ピン６４の先端部は、傾斜面５６によって係
合溝５２と円滑に係合し、まず嵌合孔５４に嵌合する。この状態で左右側処置扉２２の持
ち上げを停止すれば、左右側処置扉２２は図１６の中間位置で停止する。
【００４７】
　ピン６４の先端部が嵌合孔５４に嵌合した後も左右側処置扉２２の持ち上げを停止しな
ければ、ピン６４の先端部は、傾斜面５５及び係合溝５２を通り、嵌合孔５３に嵌合して
、左右側処置扉２２は図１５の最上昇位置で停止する。左右側処置扉２２を持ち上げる場
合は、ピン６４の先端部が嵌合孔５４に嵌合した後も、レバー５８を手前に引いていなく
ても、ピン６４の先端部は、傾斜面５５によって嵌合孔５４から円滑に脱出して係合溝５
２と係合する。
【００４８】
（３）左右側処置扉の回動
　図６に示されている様に、左右側処置扉２２の外壁３５の両方の側縁部の上端部には欠
如部７６が設けられており、これらの欠如部７６の下方にも別の欠如部７７が設けられて
いる。被案内レール３７の上端部であってストッパ４７上には欠如部７６に上方から嵌合
可能で且つ回動可能な摘み７８が取り付けられており、被案内レール３７の上端部近傍に
は欠如部７７と係合して外壁３５等を支持する鉤部８１が設けられている。また、外壁３
５の上端辺近傍には、外壁３５や内壁３６等を持ち上げたりするための把手８２が設けら
れている。
【００４９】
　図１５～１７に示されている様に、枠体３８には外壁３５用の嵌合溝８３が設けられて
おり、欠如部７７が鉤部８１と係合している状態では外壁３５の下端部が嵌合溝８３内に
嵌合している。図１８（ａ）に示されている様に、被案内レール３７のうちで蝶番４２に
隣接する部分には三角形に近い形状の凹部８４が設けられており、図１８（ｂ）に示され
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ている様に、蝶番４２には凹部８４内に位置する回動軸８５が備えられている。蝶番４２
には、当接用の凸部８６と、Ｘ線カセッテ扉４３の回動軸（図示せず）が挿入される軸受
孔８７と、Ｘ線カセッテ扉４３の回動防止軸（図示せず）が嵌合される凹部８８とが設け
られている。
【００５０】
　左右側処置扉２２の外壁３５や内壁３６等を回動させるためには、まず、摘み７８を回
動させて、この摘み７８と外壁３５の欠如部７６との嵌合を解除する。そして、把手８２
を持って、外壁３５、内壁３６、蝶番４２、及びＸ線カセッテ扉４３を持ち上げて、外壁
３５の下端部と嵌合溝８３との嵌合を解除すると同時に外壁３５の欠如部７７と鉤部８１
との係合を解除する。このとき、蝶番４２の回動軸８５が被案内レール３７の凹部８４内
を移動するので、上述の様に外壁３５や内壁３６等が持ち上げられる。
【００５１】
　次に、外壁３５や内壁３６等を手前に回動させていくと、図１９に示されている様に、
蝶番４２の凸部８６が枠体覆い４１の上面に当接して回動が停止する。この状態では、外
壁３５や内壁３６等が９０°回動して略水平になっており、内壁３６の内面が上向きにな
っている。図１９に示されている様に、この回動時に、被案内レール３７、枠体３８、及
び枠体覆い４１は回動されない。なお、図１９（ａ）では、左側の蝶番４２及びＸ線カセ
ッテ扉４３の図示が省略されている。
【００５２】
　外壁３５や内壁３６等を回動させるためには、上述の様にこれらの外壁３５や内壁３６
等を持ち上げる必要があるので、左右側処置扉２２が最上昇位置にある場合には、図５に
示されている様に天蓋２７が上昇されている必要がある。更に、左右側処置扉２２が最下
降位置にある場合には、外壁３５や内壁３６等を回動させようとしても外壁３５の外面が
処置扉支持体４８に当接するので、この回動を行うことができない。なお、本実施形態の
保育器１１では外壁３５や内壁３６等が上述の様に９０°までしか回動しないが、この回
動が可能な角度は９０°以外でもよく、例えば内壁３６の内面が外向きになる様に１８０
°まで回動可能であってもよい。
【００５３】
（４）足側処置扉の昇降
　図２０～２２に示されている様に、基部１５内には、左右側処置扉２２の枠体３８と平
行に且つ水平方向へ延びる案内レール９１と、この案内レール９１に案内されて移動可能
な移動体９２とが備えられている。移動体９２には一対のリンク９３、９４の基端側取付
部９５、９６が回動可能に取り付けられており、これら一対のリンク９３、９４の先端側
取付部９７、９８は足側処置扉２３の下端部近傍に回動可能に取り付けられている。
【００５４】
　基端側取付部９５及び先端側取付部９７の間隔と基端側取付部９６及び先端側取付部９
８の間隔とは互いに等しいが、先端側取付部９７、９８同士の間隔は基端側取付部９５、
９６同士の間隔よりも狭い。リンク９３にはローラ１０１が取り付けられており、このロ
ーラ１０１を回転させつつ案内する案内溝１０２が基部１５内に備えられている。案内溝
１０２には、足側処置扉２３から最も離隔している部分から足側処置扉２３へ接近するに
連れて水平方向へ延びている水平部１０３と、その後に下降しつつ足側処置扉２３へ接近
している傾斜部１０４とが設けられている。
【００５５】
　ローラ１０１が案内溝１０２の水平部１０３内を転動している間は、移動体９２が案内
レール９１に案内されて移動するだけであり、リンク９３、９４同士の相対的な位置関係
つまり基端側取付部９５、９６及び先端側取付部９７、９８同士の相対的な位置関係は変
動しない。しかし、ローラ１０１が案内溝１０２の傾斜部１０４内を転動している間は、
移動体９２が案内レール９１に案内されて移動するだけでなく、リンク９３がその基端側
取付部９５を中心にして回動し、先端側取付部９７、９８が共に足側処置扉２３に取り付
けられているので、リンク９４もその基端側取付部９６を中心にして回動する。
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【００５６】
　上述の様に、基端側取付部９５及び先端側取付部９７の間隔と基端側取付部９６及び先
端側取付部９８の間隔とは互いに等しいが、先端側取付部９７、９８同士の間隔は基端側
取付部９５、９６同士の間隔よりも狭いので、基端側取付部９５、９６及び先端側取付部
９７、９８で形成されている形状は平行四辺形ではない。もし、先端側取付部９７、９８
同士の間隔と基端側取付部９５、９６同士の間隔とが互いに等しくて、基端側取付部９５
、９６及び先端側取付部９７、９８で形成されている形状が平行四辺形であれば、リンク
９３、９４がそれらの基端側取付部９５、９６を中心にして回動しても、基端側取付部９
５、９６同士を結ぶ直線と先端側取付部９７、９８同士を結ぶ直線とは互いに平行なまま
である。
【００５７】
　しかし、上述の形状が平行四辺形ではないので、足側処置扉２３に取り付けられている
先端側取付部９７、９８同士の間隔を維持するために、図２０～２２に示されている様に
、ローラ１０１が案内溝１０２の傾斜部１０４内を下降するに連れて、先端側取付部９７
、９８同士を結ぶ直線のうちで先端側取付部９８側の部分が基端側取付部９５、９６同士
を結ぶ直線へ接近する様に、先端側取付部９７、９８同士を結ぶ直線が傾斜していく。逆
に、ローラ１０１が案内溝１０２の傾斜部１０４内を上昇するに連れて、先端側取付部９
７、９８同士を結ぶ直線のうちで先端側取付部９８側の部分が基端側取付部９５、９６同
士を結ぶ直線から離隔する様に、先端側取付部９７、９８同士を結ぶ直線が傾斜していく
。
【００５８】
　図２０～２２には一対の左右側処置扉２２のうちの一方の左右側処置扉２２側における
リンク９３、９４等しか示されていないが、基部１５における他方の左右側処置扉２２側
にも図２０～２２と左右対称形状のリンク９３、９４等が備えられている。従って、足側
処置扉２３の左右両端部に先端側取付部９７、９８によってリンク９３、９４が取り付け
られている。
【００５９】
　一方、図２３～２５に示されている様に、足側処置扉２３には、透明壁１０５、枠体１
０６、枠体覆い１０７等が備えられている。枠体覆い１０７は枠体１０６の一部のみを覆
っており、この枠体覆い１０７には欠如部１０８が設けられている。図２４、２５は枠体
覆い１０７が取り外されている状態の足側処置扉２３を示しており、左右側処置扉２２に
おけるレバー５８と同様なレバー１１１が枠体１０６に取り付けられている。
【００６０】
　レバー１１１は、欠如部１０８の近傍に位置しており、一対のピン１１２を中心にして
枠体１０６に対して揺動可能である。処置者は、欠如部１０８から枠体覆い１０７内へ指
を入れ、レバー１１１を手前に引くことによって、このレバー１１１を揺動させることが
できる。レバー１１１には、手前に引かれていない場合に欠如部１０８内の奥側に位置す
るためのばね等の付勢手段（図示せず）が備えられている。
【００６１】
　枠体１０６には一対のピン１１３が取り付けられており、これらのピン１１３の一端部
がレバー１１１内に位置している。なお、図２４、２５では、右側のピン１１２、１１３
の図示が省略されている。ピン１１３の中間部にＥリング１１４（図２６）が取り付けら
れており、このＥリング１１４と枠体１０６との間に圧縮コイルばね１１５（図２６）が
介装されている。このため、レバー１１１側から処置扉支持体４８側へ圧縮コイルばね１
１５がピン１１３を付勢している。
【００６２】
　レバー１１１には枠体覆い１０７から離隔するに連れて処置扉支持体４８からの距離が
遠くなる傾斜面１１６が設けられており、この傾斜面１１６の傾斜方向へ長い長孔１１７
が傾斜面１１６に設けられている。また、半球状に近い形状の鍔１１８がレバー１１１内
のピン１１３の一端部に取り付けられている。上述の様に、レバー１１１は欠如部１０８
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内の奥側へ付勢されており、また、ピン１１３はレバー１１１側から処置扉支持体４８側
へ付勢されている。図２７、２８に示されている様に、枠体１０６のうちでレバー１１１
の両側に凹部１２１が設けられており、この凹部１２１内で且つピン１１３の上方に移動
体１２２が配置されている。
【００６３】
　図２８、２９に示されている様に、移動体１２２の底面には、レバー１１１に接近する
に連れて枠体覆い１０７から離隔する様にピン１１３の軸心方向と斜交する係合溝１２３
が設けられている。また、図２７、２８に示されている様に、移動体１２２には、足側処
置扉２３の厚さ方向へ延びるピン１２４が固定されており、このピン１２４の先端部は足
側処置扉２３から基部１５側へ常に突出している。
【００６４】
　図２６に示されている様に、ピン１１３の直径を貫通している別のピン１２５がピン１
１３に固定されており、図示されてはいないが、ピン１２５の上端部が移動体１２２の係
合溝１２３に係合している。このため、ピン１１３が枠体覆い１０７に沿って移動するに
連れて、移動体１２２が凹部１２１内を枠体覆い１０７に対して垂直に近い方向へ移動し
且つピン１２４も枠体覆い１０７に対して垂直に近い方向へ移動する。
【００６５】
　レバー１１１が手前に引かれていない状態では、レバー１１１側から処置扉支持体４８
側へピン１１３が引き寄せられており、レバー１１１の長孔１１７のうちで処置扉支持体
４８からの距離が最も近い部分にピン１１３の鍔１１８が位置している。また、ピン１２
５が係合溝１２３のうちでレバー１１１から最も遠い部分つまり枠体覆い１０７に最も近
い部分に係合している。この結果、図２４～２６に示されている様にピン１１３の他端部
が枠体１０６から処置扉支持体４８側へ突出すると共に、足側処置扉２３から基部１５側
へのピン１２４の突出量が多くなっている。
【００６６】
　処置者が欠如部１０８から枠体覆い１０７内へ指を入れてレバー１１１を手前に引くと
、レバー１１１の長孔１１７のうちで左右側処置扉２２からの距離が最も近い部分から遠
い部分へピン１１３の鍔１１８が傾斜面１１６上を相対的に移動し、この移動に伴って処
置扉支持体４８側からレバー１１１側へピン１１３が引き寄せられる。また、ピン１２５
が係合溝１２３のうちでレバー１１１に最も近い部分つまり枠体覆い１０７から最も遠い
部分に係合する。この結果、ピン１１３の他端部が枠体１０６から処置扉支持体４８側へ
突出しなくなると共に、足側処置扉２３から基部１５側へのピン１２４の突出量が少なく
なる。
【００６７】
　図２６は、足側処置扉２３が足側処置窓３４を閉鎖している状態の、足側処置扉２３と
処置扉支持体４８とを示している。この図２６に示されている様に、処置扉支持体４８の
うちで足側処置扉２３が嵌合される垂直面に、ピン１１３の他端部を収容することのでき
る凹部１２６が設けられている。
【００６８】
　また、図３０に示されている様に、足側処置扉２３の昇降時にこの足側処置扉２３に対
向する基部１５の側面のうちで処置扉支持体４８の近傍には、垂直方向へ延びておりピン
１２４と係合することのできる一対の係合溝１２７が設けられている。係合溝１２７の上
端部には係合溝１２７よりも深い嵌合部１２８が設けられており、この嵌合部１２８の上
方は開放されている。更に、係合溝１２７のうちで、嵌合部１２８から係合溝１２７の下
端部に到る部分に、係合溝１２７が徐々に深くなる傾斜面１３１が設けられている。
【００６９】
　従って、図２０、２３に示されている様に足側処置扉２３が足側処置窓３４を閉鎖して
いる状態では、図２６に示されている様にピン１１３の他端部が処置扉支持体４８の凹部
１２６に係合しており、この係合によって足側処置扉２３の下降が防止されている。図２
０、２３に示されている閉鎖状態から図２１、２４に示されている中間位置まで足側処置
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扉２３を下降させるためには、レバー１１１を手前に引いて、ピン１１３の他端部と処置
扉支持体４８の凹部１２６との係合を解除する。
【００７０】
　図２１、２４に示されている中間位置まで足側処置扉２３が下降した時点でレバー１１
１を手前に引いていなければ、ピン１２４の先端部が係合溝１２７の嵌合部１２８に上方
から嵌合し、この嵌合によって足側処置扉２３の更なる下降が防止される。図２１、２４
に示されている様に足側処置扉２３が中間位置まで下降している状態でレバー１１１を再
び手前に引くことによってピン１２４の先端部と嵌合部１２８との嵌合を解除するか、ま
たはこの中間位置まで足側処置扉２３が下降した時点でもレバー１１１をまだ手前に引い
たままであれば、ピン１２４の先端部が傾斜面１３１上を摺動し、図２２、２５に示され
ている様に足側処置扉２３が最下降位置まで更に下降して足側処置窓３４を開放する。
【００７１】
　逆に、図２２、２５に示されている最下降位置から足側処置扉２３を上昇させるために
は、レバー１１１を手前に引くことなく足側処置扉２３を持ち上げるだけでよい。この場
合、図２１、２４に示されている中間位置で足側処置扉２３の持ち上げを中止すれば、こ
の中間位置で足側処置扉２３が停止する。この中間位置でも足側処置扉２３の持ち上げを
継続すれば、図２０、２３に示されている最上昇位置まで足側処置扉２３が上昇する。
【００７２】
（５）足側処置扉の下降の制限
　図２８に示されている様に、足側処置扉２３の枠体１０６のうちで基部１５側の面に掛
け金受け１３２が取り付けられている。基部１５のうちで、最上昇位置にある足側処置扉
２３の掛け金受け１３２に対向する部分に、図３１、３２に示されている様に掛け金基板
１３３が取り付けられており、この掛け金基板１３３に掛け金１３４が取り付けられてい
る。掛け金１３４は、中心軸１３５を中心にして、且つ掛け金基板１３３の案内孔１３６
に被案内軸１３７を案内されつつ、揺動可能である。
【００７３】
　掛け金１３４は、図３２の位置から図３１の位置へ、つまり掛け金受け１３２と係合す
る方向へ、引張コイルばね１３８で付勢されている。掛け金１３４の被駆動軸１４１には
ワイヤ１４２の一端部が固定されており、このワイヤ１４２は基部１５の内部や一対の支
柱２５のうちの天蓋２７用の支柱２５の内部を通過している。図３３、３４に示されてい
る様に、この支柱２５の頂部近傍にワイヤ１４２の他端部が固定されており、この他端部
近傍に被押圧体１４３が固定されている。一対の支柱２６のうちの天蓋２７用の支柱２６
の下端部近傍には押圧体１４４が取り付けられており、支柱２５内における支柱２６の摺
動と共に押圧体１４４も支柱２５内を昇降する。
【００７４】
　図３４に示されている様に、天蓋２７が最上昇位置近傍まで上昇していて保育器１１が
開放型の状態になっていれば、押圧体１４４が被押圧体１４３を下方から上方へ押圧して
いる。この押圧によってワイヤ１４２が引っ張られており、この引っ張りによって掛け金
１３４がばねによる付勢に抗して図３２の位置まで揺動している。掛け金１３４が図３２
の位置にあれば、掛け金１３４が掛け金受け１３２と係合していないので、上述の様にレ
バー１１１を手前に引くこと等によって、足側処置扉２３を最上昇位置から下降させるこ
とができる。
【００７５】
　しかし、図３３に示されている様に、天蓋２７が最上昇位置近傍から僅かでも下降して
いれば、押圧体１４４が被押圧体１４３を下方から上方へ押圧していない。このためワイ
ヤ１４２が引っ張られておらず、掛け金１３４がばねによる付勢によって図３１の位置ま
で揺動している。掛け金１３４が図３１の位置にあれば、掛け金１３４が掛け金受け１３
２と係合しているので、レバー１１１を手前に引いても、足側処置扉２３を最上昇位置か
ら下降させることができない。本実施形態では、掛け金１３４と掛け金受け１３２とを係
合させる機械的な機構によって足側処置扉２３の下降が抑止されているが、この抑止は例



(14) JP 2010-75284 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

えば電気的な機構によって行われてもよい。
【００７６】
　なお、以上の実施形態は切換型の保育器に本発明を適用したものであるが、本発明は閉
鎖型や開放型の保育器にも適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、自らの力では体温調節等をできない新生児に適切な生理的環境を与えてその
保護育成を図るための保育器の製造等に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の一実施形態の保育器を左右側処置扉側から見た側面図であり、閉鎖型保
育器の状態にあって、左右側処置扉が最下降位置まで下降され且つ足側処置扉が最上昇位
置まで上昇されている状態を示している。
【図２】本発明の一実施形態の保育器を左右側処置扉側から見た側面図であり、閉鎖型保
育器の状態にあって、左右側処置扉及び足側処置扉が最上昇位置まで上昇されている状態
を示している。
【図３】本発明の一実施形態の保育器を左右側処置扉側から見た側面図であり、開放型保
育器の状態にあって、左右側処置扉及び足側処置扉が最下降位置まで下降されている状態
を示している。
【図４】本発明の一実施形態の保育器を左右側処置扉側から見た側面図であり、開放型保
育器の状態にあって、左右側処置扉及び足側処置扉が中間位置まで下降されている状態を
示している。
【図５】本発明の一実施形態の保育器を左右側処置扉側から見た側面図であり、開放型保
育器の状態にあって、左右側処置扉及び足側処置扉が最上昇位置まで上昇されている状態
を示している。
【図６】本発明の一実施形態の保育器における左右側処置扉の外面の斜視図である。
【図７】本発明の一実施形態の保育器における左右側処置扉の内面の斜視図である。
【図８】本発明の一実施形態の保育器における処置扉支持体の近傍部の斜視図である。
【図９】図８の処置扉支持体の横断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態の保育器における基部の一部を左右側処置扉側から見た側
面図である。
【図１１】図１０のＸＩ－ＸＩ線に沿う縦断面図である。
【図１２】本発明の一実施形態の保育器における左右側処置扉の一部を示しており、枠体
覆いが取り外されている状態の斜視図である。
【図１３】本発明の一実施形態の保育器における左右側処置扉の一部を示しており、枠体
覆いが取り外されている状態の正面図である。
【図１４】本発明の一実施形態の保育器における左右側処置扉の一部を示しており、枠体
覆いに覆われている状態の縦断面図である。
【図１５】本発明の一実施形態の保育器の縦断面図であり、左右側処置扉が最上昇位置ま
で上昇されている状態を示している。
【図１６】本発明の一実施形態の保育器の縦断面図であり、左右側処置扉が中間位置まで
下降されている状態を示している。
【図１７】本発明の一実施形態の保育器の縦断面図であり、左右側処置扉が最下降位置ま
で下降されている状態を示している。
【図１８】本発明の一実施形態の保育器における左右側処置扉の一部の斜視図であり、（
ａ）は被案内レール、（ｂ）は蝶番を示している。
【図１９】本発明の一実施形態の保育器における外壁や内壁等が回動された状態の左右側
処置扉を示しており、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
【図２０】本発明の一実施形態の保育器の一部を左右側処置扉側から見た側面図であり、
左右側処置扉が取り外され且つ足側処置扉が最上昇位置まで上昇されている状態を示して
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いる。
【図２１】本発明の一実施形態の保育器の一部を左右側処置扉側から見た側面図であり、
左右側処置扉が取り外され且つ足側処置扉が中間位置まで下降されている状態を示してい
る。
【図２２】本発明の一実施形態の保育器の一部を左右側処置扉側から見た側面図であり、
左右側処置扉が取り外され且つ足側処置扉が最下降位置まで下降されている状態を示して
いる。
【図２３】本発明の一実施形態の保育器を足側処置扉側から見た側面図であり、足側処置
扉が最上昇位置まで上昇されている状態を示している。
【図２４】本発明の一実施形態の保育器を足側処置扉側から見た側面図であり、足側処置
扉の枠体覆いが取り外され且つ足側処置扉が中間位置まで下降されている状態を示してい
る。
【図２５】本発明の一実施形態の保育器を足側処置扉側から見た側面図であり、足側処置
扉の枠体覆いが取り外され且つ足側処置扉が最下降位置まで下降されている状態を示して
いる。
【図２６】本発明の一実施形態の保育器における足側処置扉及び処置扉支持体の一部の横
断面図である。
【図２７】本発明の一実施形態の保育器における足側処置扉の一部の斜視図であり、足側
処置扉の枠体覆いが取り外されている状態を示している。
【図２８】本発明の一実施形態の保育器における足側処置扉の一部の縦断面図である。
【図２９】本発明の一実施形態の保育器の足側処置扉における移動体の平面図である。
【図３０】本発明の一実施形態の保育器を足側処置扉側から見た側面図であり、足側処置
扉が取り外されている状態を示している。
【図３１】本発明の一実施形態の保育器における基部の掛け金と足側処置扉の掛け金受け
との平面図であり、掛け金と掛け金受けとが係合している状態を示している。
【図３２】本発明の一実施形態の保育器における基部の掛け金と足側処置扉の掛け金受け
との平面図であり、掛け金と掛け金受けとが係合していない状態を示している。
【図３３】本発明の一実施形態の保育器を足側処置扉側から見た側面図であり、閉鎖型保
育器の状態を示している。
【図３４】本発明の一実施形態の保育器を足側処置扉側から見た側面図であり、開放型保
育器の状態を示している。
【符号の説明】
【００７９】
　　１１　　保育器
　　１６　　新生児収容室
　　２２　　左右側処置扉（第一の処置扉）
　　２３　　足側処置扉（第二の処置扉）
　　２７　　天蓋
　　３３　　左右側処置窓（第一の処置窓）
　　３４　　足側処置窓（第二の処置窓）
　　４２　　蝶番（回動機構）
　　４８　　処置扉支持体（摺動機構）
　　５３　　嵌合孔（嵌合機構）
　　５４　　嵌合孔（嵌合機構）
　　５８　　レバー（不嵌合機構）
　　６４　　ピン（嵌合機構）
　　７５　　定荷重ばね
　　９２　　移動体
　　９３　　リンク
　　９４　　リンク
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　　９５　　基端側取付部
　　９６　　基端側取付部
　　９７　　先端側取付部
　　９８　　先端側取付部
　１０２　　案内溝（案内部）
　１３２　　掛け金受け（抑止機構）
　１３４　　掛け金（抑止機構）
　１４２　　ワイヤ（抑止機構）
　１４３　　被押圧体（抑止機構）
　１４４　　押圧体（抑止機構）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月24日(2008.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　新生児収容室の側面に処置窓が設けられておりこの処置窓に処置扉が備えられている保
育器において、
　第一の前記処置扉による第一の前記処置窓の開放及び閉鎖のためにこの第一の処置窓に
沿って前記第一の処置扉を下降及び上昇させる摺動機構
を具備することを特徴とする保育器。
【請求項２】
　前記第一の処置扉に係合されていてこの第一の処置扉に前記上昇の方向への力を印加し
ている定荷重ばね
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項３】
　前記下降または前記上昇の途中で前記第一の処置扉と嵌合してこの第一の処置扉の前記
下降を防止する嵌合機構と、
　前記嵌合を解除または回避する不嵌合機構と
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項４】
　前記第一の処置扉の一部分を前記上昇の方向から前記第一の処置窓の外方へ回動させる
回動機構
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項５】
　第二の前記処置扉によって開放及び閉鎖される第二の処置窓に対して接近及び離隔が可
能な移動体と、
　基端側取付部及び先端側取付部が前記移動体及び前記第二の処置扉に夫々回動可能に取
り付けられており、前記先端側取付部同士の間隔が前記基端側取付部同士の間隔よりも狭
い、一対のリンクと、
　前記接近及び離隔に際して前記一対のリンクを前記第二の処置窓に対して接近及び下降
並びに離隔及び上昇させる様に案内する案内部と
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項６】
　一端部で支持されている状態で上昇及び下降することによって前記新生児収容室の天面
を開放及び閉鎖する天蓋と、
　この天蓋が最上昇位置以外の位置にある場合には、前記天蓋の他端部に対応する第二の
前記処置扉の下降を抑止する抑止機構と
を具備することを特徴とする請求項１に記載の保育器。
【請求項７】
　前記保育器が閉鎖型保育器であることを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の
保育器。
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